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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　粒子放射装置の試料室内の高真空下および１０－３ｈＰａを超える圧力下のいずれにお
いても使用可能な検出器において、前記検出器は高圧電位で駆動可能なシンチレータと光
検出器とを有し、前記シンチレータはグリッド状またはストライプ状に構成された導電性
コーティングまたは光透過性を有する導電性コーティングを有し、電子の検出用としても
光の検出用としても設計されている検出器。
【請求項２】
　ライトガイドが設けられている請求項１に記載の検出器。
【請求項３】
　前記ライトガイドがシンチレータ材料でできている請求項２に記載の検出器。
【請求項４】
　前記シンチレータに前置された捕捉電極（５）が設けられている請求項１または請求項
２に記載の検出器。
【請求項５】
　制御可能な電位が前記シンチレータ（３）と前記捕捉電極（５）とに印加可能である請
求項４に記載の検出器。
【請求項６】
　試料電位に対して正である可変な電位が前記補足電極（５）に印加され得る請求項４ま
たは５に記載の検出器。
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【請求項７】
　前記捕捉電極（５）および／または前記シンチレータ（３）の前記導電性コーティング
（４）に電流増幅器が接続されている請求項４から６までのいずれか１項に記載の検出器
。
【請求項８】
　前記シンチレータ（３）の前記導電性コーティング（４）が捕捉電極（５）に対して電
圧が印加され、前記捕捉電極（５）と前記導電性コーティング（４）の間にガスカスケー
ドが発生する請求項４から７までのいずれか１項に記載の検出器。
【請求項９】
　針電極（２４）、または細いワイヤからなる電極がシンチレータの試料側に設けられて
いる請求項１から８までのいずれか１項に記載の検出器。
【請求項１０】
　前記シンチレータをカップ状に包囲し、前記シンチレータと反対側で円錐状に先細であ
り、且つ前記シンチレータと反対側に開口部（２１，２３）を有する電極（２０，２２）
が設けられる請求項１から９までのいずれか１項に記載の検出器。
【請求項１１】
　粒子放射装置、特に走査電子顕微鏡であって、室内圧力が可変である試料室（２９）と
、集束された電子ビーム（ＰＥ）を生成するための電子光学系と請求項１から１０までの
いずれか１項に記載の検出器とを備える粒子放射装置。
【請求項１２】
　前記試料室の中に圧力センサ（１２）が設けられており、電位が前記試料室（２９）内
の圧力に応じて前記シンチレータに印加される請求項１１に記載の粒子放射装置。
【請求項１３】
　前記試料室内が１０－３ｈＰａから１０－２ｈＰａの間の切換圧力よりも低い圧力のと
きには、試料の電位に対して正である１ｋＶ以上の電位がシンチレータに印加され、前記
試料室内が前記切換圧力よりも高い圧力のときには、前記試料の前記電位に対して正であ
る数値的に１ｋＶ以下の電位が前記シンチレータに印加される請求項１２に記載の粒子放
射装置。
【請求項１４】
　前記検出器は捕捉電極を備え、前記捕捉電極の電位の正負記号が反転可能である請求項
１２または１３に記載の粒子放射装置。
【請求項１５】
　前記試料室内が前記切換圧力よりも高い圧力のとき、前記試料の前記電位に対して０Ｖ
または±４００Ｖの電位が捕捉電極に印加される請求項１３または１４に記載の粒子放射
装置。
【請求項１６】
　可変な圧力条件のもとで粒子放射装置で、一次光線と検査されるべき試料との相互作用
により生成する相互作用生成物を検出する方法において、切替圧力よりも低い試料室内の
圧力においてシンチレータに相互作用生成物が衝撃を与える時に生成される光が、また、
前記切替圧力よりも高い圧力において相互作用生成物と気体分子との相互作用によって発
生する光が、それぞれ同一の光検出器（１）によって検出されて引き続き評価される方法
。
【請求項１７】
　請求項１から１０までのいずれか１項に記載の検出器が使用される請求項１６に記載の
方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（技術分野）
本発明は、一次光線と、検査されるべき試料との相互作用によって粒子放射装置で発生す
る交互作用生成物の検出器、特に後方散乱電子や二次電子の検出器に関する。
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【０００２】
（背景技術）
通常、走査電子顕微鏡で二次電子や後方散乱電子を検出するには、試料表面で誘発された
二次電子や後方散乱電子が吸引グリッドによって試料から検出器に向かって吸い出され、
次いで、約１０ｋＶの高圧電位に設定されたシンチレータに向かって加速される、いわゆ
るＥｖｅｒｈａｒｄ－Ｔｈｏｒｎｌｅｙ検出器（ＥＴＤ）が利用される。高度に動的な電
子がシンチレータに入射したときに光子が生成され、この光子が透過性の光導波路を介し
て、たとえば光電子増倍管などの光検出器に供給される。
【０００３】
このようなＥｖｅｒｈａｒｄ－Ｔｈｏｒｎｌｅｙ検出器は、検出器の領域でガス圧が変化
する場合、特に検出器の周囲圧力が１０－３ｈＰａを上回っていると残留ガスの導電性が
高まるために、シンチレータに印加される高圧がフラッシオーバにつながるので使用する
ことができない。
【０００４】
試料室内の圧力が１０－３ｈＰａを上回るとき、一次光線によって誘発された二次電子を
間接的に検出するには、通常、誘発された二次電子を試料から離れるように加速させるた
めに、最大４００Ｖの吸引電位が電極に印加される。この場合、二次電子の入射によって
ガスカスケードが発生する。このガスカスケードの中でさらに別の三次電子が発生し、こ
れに追加して、シンチレーション効果によって光子が発生する。そして信号検出は、電子
流の測定を通じて行われるか、または光子の検出によって行われるかのいずれかである。
これに準ずる検出原理は、たとえばＵＳ４，７８５，１８２やＷＯ９８／２２９７１に記
載されている。
【０００５】
試料室内の変化する圧力状況のもとで作動させるために設計されている装置、すなわち、
高真空条件のもとでも、試料室内の圧力が１０－３ｈＰａを上回るいわゆる周囲条件のも
とでも、試料の電子顕微鏡検査を行うことができる装置は、さまざまな動作モードのため
にさまざまな検出器を有していなくてはならない。
【０００６】
ＪＰ１１０９６９５６Ａより、同一の光検出器がカソードルミネセンスの検出にも後方散
乱電子の検出にも用いられる走査電子顕微鏡のための検出器が公知である。そのためにこ
の検出器は、光導波路に接続されたシンチレータを有しており、このシンチレータの端部
は凸面状に成形されて鏡面加工されている。後方散乱電子は鏡面層に侵入し、シンチレー
タで閃光を生成し、この閃光が光検出器によって検出される。それに対してカソードルミ
ネセンスは、シンチレータの鏡面反射する表面によって、光導波路の他の光入射面に集束
される。
【０００７】
しかしこの検出器の欠点は、試料と、走査電子顕微鏡の対物レンズとの間にシンチレータ
が配置されていなくてはならないために、対物レンズと試料の間に相応に広い作業間隔が
必要になることである。それによって生じる、気体分子に当った電子の散乱のために、こ
の検出器は試料室内の圧力が高い用途には不向きである。しかも、試料を傾けるときにシ
ンチレータが邪魔になる。
【０００８】
ＤＥ４００９６９２Ａ１には、表面に金属グリッドを備えているＥｖｅｒｈａｒｄ－Ｔｈ
ｏｒｎｌｅｙ検出器が記載されている。この金属グリッドは、特に、非導電性のシンチレ
ータの表面帯電を防止する役目をする。試料室内の圧力が異なるときの検出器の使用につ
いては、同明細書には記載されていない。
【０００９】
【特許文献１】
ＵＳ４，７８５，１８２
【特許文献２】
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ＷＯ９８／２２９７１
【特許文献３】
特開平１１－０９６９５６
【特許文献４】
ＤＥ４００９６９２Ａ１
【００１０】
したがって本発明の目的は、高真空条件のもとでも電子顕微鏡の試料室内の圧力が高いと
きでも利用可能な検出器を提供することである。
（発明の開示）
【００１１】
この目的は請求項１の構成要件を備える検出器によって達成される。本発明の有利な実施
態様は、従属請求項の構成要件から明らかである。
【００１２】
本発明による検出器は、電子の検出用としても光の検出用としても設計されている。この
とき電子の検出は、後で光検出器によって検出される、シンチレータで生成される光子を
通じて間接的に行われる。
【００１３】
有利な実施態様では、シンチレータは高圧電位で駆動可能であり、スペクトル領域の光、
特に可視スペクトル領域の光に対して透過性に構成されている。シンチレータを高圧電位
で駆動するために、シンチレータは、導電性のコーティングをグリッド状またはストライ
プ状に備えている。別案として、可視光に対して透過性の導電性コーティングがシンチレ
ータに施されていてもよい。
【００１４】
さらにこの検出器は、光検出器と反対を向いている方のシンチレータの側に配置され、同
じ電位で駆動可能なコレクタグリッドを有しているのが望ましい。このときシンチレータ
とコレクタグリッドは、制御可能な電圧で互いに独立に駆動可能であるのが望ましい。
【００１５】
このような検出器の、高真空条件のもとでの機能態様は、Ｅｖｅｒｈａｒｄ－Ｔｈｏｒｎ
ｌｅｙ検出器の機能態様に準じている。そのためにシンチレータは、高真空条件のもとで
は約１０ｋＶ（５ｋＶから１５ｋＶまで）の電位で駆動され、それにより、シンチレータ
に入射する高エネルギー電子が光子を生成し、この光子が後で光検出器によって検出され
る。試料室内の圧力が１０－３ｈＰａを上回っている場合には、コレクタグリッドまたは
シンチレータまたはこの両者は５０Ｖから１０００Ｖの間、特に１００から５００Ｖの間
の低い電位に設定され、それにより、一次電子によって試料から誘発された二次電子また
は後方散乱電子は、試料からシンチレータないしコレクタグリッドに至るまでの経路で、
シンチレーション効果をもつガスカスケードを生成する。そして透過性のシンチレータコ
ーティングにより、ガスカスケードで生成された光子が光検出器で検出される。このとき
シンチレータまたはコレクタグリッドに印加される電圧の値は、試料室内の選択された圧
力と、幾何学的要因とに依存して決まる。
【００１６】
上記に加えて、コレクタグリッドにおける電圧を変化させることで、二次電子と、試料で
後方散乱させられた電子とを区別することが可能である。コレクタグリッドとシンチレー
タがいずれも試料と同じ電位に設定されているときにはガスカスケードは発生せず、透過
性のシンチレータを通過して光検出器で検出される光信号は試料で後方散乱させられた電
子のみに由来する信号である。
【００１７】
さらに別の有利な実施態様では検出器が光導波路を有している。このとき光導波路は、そ
れ自体がシンチレータ材料でできていてよい。このような光導波路は、シンチレータで生
成された光子を光検出器へと効果的に伝送するのに役立つ。
【００１８】
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さらに別の有利な実施態様では、捕捉電極が針電極または細いワイヤとして構成される。
さらに、シンチレータまたは捕捉電極をカップ状に包囲し、それによって小さな開口部の
みを介して試料室と連通する検出室を内部に形成する別の電極が設けられていてよい。
【００１９】
検出器の周囲で圧力が高いときには、吸引グリッドおよび／または導電性コーティングさ
れたシンチレータで、光信号に追加して電子流も検出することができる。
（発明を実施するための最良の形態）
【００２０】
次に、図面に描かれた実施形態を参照しながら本発明の具体的事項を詳しく説明する。
【００２１】
図１の検出器は、たとえば光電子増倍管やアバランシェフォトダイオードなどの形態の光
検出器（１）と、この光検出器（１）に前置された光導波路（２）と、光導波路（２）の
光検出器（１）とは反対の端面にあるシンチレータ（３）とを含んでいる。
【００２２】
ここで断っておくと、光導波路（２）は必ずしも必要なわけではなく、シンチレータが光
検出器（１）の直前に取り付けられていてもよい。ただしこの場合には、光検出器（１）
を電子顕微鏡の試料室の内部に配置しなければならないのに対して、光導波路（２）を使
えば光検出器（１）が試料室の外に配置されていてもよい。なぜなら試料室の内部でシン
チレータで生成された光が、光導波路（２）によって光検出器（１）に伝送されるからで
ある。
【００２３】
さらにここで断っておくと、光導波路（２）自体がシンチレータとして構成されていても
よく、それにより、別個のシンチレータ層（３）を省略することができる。
【００２４】
シンチレータ（３）は、可視光に対して透過性の材料、たとえば通常のプラスチックシン
チレータでできている。シンチレータ（３）は、光検出器（１）と反対側に、可視光に対
して透過性の導電性コーティング（４）を備えている。そのためにこの導電性コーティン
グ（４）は、グリッド状またはストライプ状に、またはたとえばチタンや金からなる薄い
金属箔として、５ｎｍから３０ｎｍの厚さ、特に３から３０ｎｍの厚さで光導波路（２）
の端面に塗布された通常の金属層として構成されていてよい。別案として、光透過性の導
電性材料、たとえばＩＴＯなどによる全面的なコーティングも考慮の対象となる。
【００２５】
光導波路（２）、シンチレータ（３）、透過性の導電性コーティング（４）からなるユニ
ットは、間隔をおいてコレクタグリッド（５）で包囲されている。
【００２６】
試料室の中には、試料室内の圧力を測定し、室内の圧力に依存して制御部（１３）を介し
てシンチレータ（３）および／またはコレクタグリッド（５）の印加電圧を制御する圧力
センサ（１２）が配置されている。
【００２７】
高真空条件のもとでは、すなわち試料室内の圧力が１０－３ｈＰａから１０－２ｈＰａの
間の切換圧力よりも低いときには、シンチレータ（３）ないしシンチレータ（３）の透過
性の導電性コーティング（４）は５ｋＶから１５ｋＶの電位が与えられる。コレクタグリ
ッド（５）は、試料（６）で後方散乱させられる電子（ＢＳＥ）を検出したいか、それと
も試料（６）で生成される二次電子（ＳＥ）を検出したいかに応じて、極性に関して反転
可能な約４００Ｖの電位が与えられる。後方散乱電子（ＢＳＥ）の検出だけを希望すると
きは、試料（６）に対して負の電位をコレクタグリッドに与える。この負の電位によって
、数電子ボルトの少ないエネルギーで試料（６）から射出された二次電子は、コレクタグ
リッドによってシンチレータ（３）には到達しない。したがってシンチレータ（３）には
、運動エネルギーが高く、コレクタグリッドの反対の電位を克服することができる電子だ
けが入射する。この電子は、試料（６）で後方散乱させられた電子である。この後方散乱
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させられた電子は、コレクタグリッド（５）とシンチレータ（３）の間でシンチレータ電
位まで加速され、その高いエネルギーによってシンチレータ（３）で光子を生成し、この
光子が光導波路（２）によって光検出器（１）に送られ、そこで検出される。
【００２８】
一次電子ＰＥによって試料（６）から誘発された二次電子の検出を希望するときは、コレ
クタグリッド（５）に、試料（６）の電位に対して正の電位が印加される。このコレクタ
グリッドの正の電位により、試料（６）から誘発された二次電子が吸引され、続いてコレ
クタグリッド（５）とシンチレータ（３）の間でシンチレータ電位まで加速される。この
場合には、加速された二次電子も運動エネルギーが高いのでシンチレータ（３）で光子を
誘発し、続いてこの光子が光検出器（１）で検出される。コレクタグリッドの電位が試料
電位に対して正である場合、試料（６）で後方散乱させられた電子もシンチレータ（３）
に入射するが、試料（６）で後方散乱させられた電子全体のうち、非常にわずかな空間角
度領域だけしか検出されず、それに対して二次電子は、試料（６）から射出されるときの
運動エネルギーがこれよりも低いので射出方向にほぼ関わりなく検出される。このような
理由から、コレクタグリッドの電位が試料電位に対して正である場合に光検出器（１）で
検出される信号は、主として試料（６）から射出された二次電子によって決まり、それに
対して、試料（６）で後方散乱させられた電子は比較的わずかなバックグラウンド信号を
生じさせるにすぎない。
【００２９】
高い室内圧力のもとで検出器を作動させる場合（図２）、シンチレータ（３）は試料（６
）の電位に設定される。コレクタグリッドは同時に、試料（６）の電位に対して０から＋
４００Ｖの間の可変な電位を加える。試料（６）で後方散乱させられた電子の検出だけを
希望するときは、コレクタグリッドが試料（６）の電位に設定される。試料（６）で後方
散乱させられ、後方散乱角に基づいてシンチレータ（３）に入射する後方散乱電子は、さ
らにシンチレータ（３）で、高真空動作のときと同じく比較的高い運動エネルギーに基づ
いて光子を生成し、続いてこの光子が光検出器（１）で検出される。それに対して二次電
子の検出を希望するときは、試料電位（６）に対して正の電位がコレクタグリッドに加え
られる。すると、試料（６）から射出された二次電子はコレクタグリッドまでさらに加速
され、その経路で気体原子と入射することによって周知のガスカスケードを生成するとと
もに、ガスカスケードと同時に生じる光子を生成する。この光子は、可視光に対して透過
性の導電性コーティング（４）と、同じく可視光に対して透過性のシンチレータ（３）と
を通過し、次いで、光導波路（２）によって光検出器（１）に送られる。生成される光子
の検出に加えて、またはその代わりに、この動作モードでは、ガスカスケードによって生
成される、コレクタグリッドないし導電性コーティング（４）で検出された電子流も、信
号を得るために用ることができる。
【００３０】
シンチレータの印加電圧の切換は、圧力センサ（１２）で測定された試料室内の圧力に依
存して、制御部（１３）によって自動的に行われる。室内圧力が事前設定された切換圧力
を超えると、シンチレータの電位が自動的にオフになり、もしくは、電圧フラッシオーバ
が起こり得ないようにシンチレータの電位が低減される。室内圧力が切換圧力を下回ると
、事前設定されたシンチレータ電位がシンチレータ（３）に再び印加される。
【００３１】
図３の検出器は、図１の検出器と原理的に同じ構造を有している。したがって図３では、
図１のコンポーネントに対応するコンポーネントには同一の符号が付してある。したがっ
て、これらのコンポーネント、および高真空でのこの検出器の動作の詳細な説明に関して
は、図１についての前述の説明を参照されたい。
【００３２】
図３に示す実施形態では、コレクタグリッド（５）に電圧を印加するための電圧源（８）
、および可変な試料電位を設定するための電圧源（９）に加えて、さらに別の電圧源（７
）が設けられており、この電圧源によって、シンチレータ（３）の導電性コーティング（
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４）をコレクタグリッド（５）に対して正の電位ＵＳに設定することができる。このとき
、コレクタグリッド（５）に対する導電性コーティング（４）の電位は可変である。この
ような追加の電圧ＵＳを、シンチレータ（３）の導電性コーティング（４）とコレクタグ
リッド（５）の間に印加することで、コレクタグリッド（５）とシンチレータ（３）の間
でさらに別のガスカスケードが形成される。信号を得るために、やはり光検出器（１）で
検出された光信号と、コレクタグリッド（５）および／または導電性コーティング（４）
に入射する電子流とをいずれも検出することができ、そのためにコレクタグリッド（５）
には相応の電流増幅器（１０）が接続されるとともに、導電性コーティング（４）には第
２の電流増幅器（１１）が接続されている。一方では試料電位に対するコレクタグリッド
（５）の電圧を変化させ、また他方では、導電性コーティング（４）とコレクタグリッド
（５）の間の電圧を変化させることで、図１および図２に示す実施形態よりも高い精度で
、二次電子によって生成される信号と、後方散乱電子によって生成される信号とを区別す
ることができる。
【００３３】
特にこの実施形態の場合には、コレクタグリッド（５）は試料電位に対して正の電位を弱
く与え、導電性コーティング（４）はコレクタグリッド（５）に対して正の電位を強く与
えることで、試料から射出される二次電子はコレクタグリッドの電位によって効率的に吸
引されるが、試料とコレクタグリッドの間ではまだガスカスケードおよびこれと結びつい
た二次電子増倍が発生せず、コレクタグリッド（５）とシンチレータの間で初めてガスカ
スケードが発生するようにすることも可能である。それによってガスカスケードがシンチ
レータの近くに局所化され、ガスカスケードが形成されるときに発生する光子がこの局所
化された空間で生じるので、光子の検出がいっそう高い効率で行われる。
【００３４】
さらに、たとえば「圧力段階絞り」を形成する、試料の方を向いている比較的小さな開口
部をもつカップとしてコレクタグリッドを構成し、このカップの内部に的確に気体を流入
させることによって、コレクタグリッドとシンチレータの間の圧力を別個に制御すること
で、コレクタグリッドとシンチレータの間で、室内圧力とは異なる、ある程度まで独立し
た圧力を設定することが可能である。その結果として、この程度まで室内の圧力から独立
したガスカスケードが形成され、二次電子と光子がこれに応じて独立して増幅される。ま
たこの方策によって、試料室内の圧力自体はガスカスケードを形成するのに低すぎる場合
であっても、二次電子の増倍が実現される。
【００３５】
図４の実施形態は、図３の実施形態に類似する構造を有しているが、試料に向かう方向に
、すなわち光検出器とは反対を向いている側で、テーパ状に先細に終わるように構成され
ている。この実施形態は、試料側にシンチレータ（３０）が付加された光導波路（３４）
を有している。シンチレータ（３０）は試料側に、光に対して透過性の電極（２６）を備
えており、さらにこの電極は薄い金属層として構成されるか、またはグリッド状に構成さ
れるかのいずれかである。
【００３６】
シンチレータ（３０）の試料側の前面にある中央の凹部（２７）には、試料の方向に延び
る、試料側で先細に終わっている針電極（２４）が設けられている。このとき凹部（２７
）は、シンチレータ電極（２６）に対して針電極（２４）を電気的に絶縁する役目だけを
果たしている。
【００３７】
光導波路（３４）の外側には中央の電極（２２）が受容されており、この電極は、針電極
（２４）をカップ状に包囲するとともに、試料側ではテーパ状に終わるように構成されて
いるので、開口直径が０，５から５ｍｍの間の試料側の開口部（２３）が電子を入射させ
るために形成されている。中央の電極（２２）は内側が鏡面加工されている。
【００３８】
この実施形態の特別な構成では、内側の電極（２２）が、同じく試料に向かう方向で先細
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に終わるように構成されていて試料側で同じく入射開口部（２１）を形成するさらに別の
外側の電極（２０）によって包囲されている。この外側の電極（２０）と中央の電極（２
２）との間では、ガス入口（１９）を介して、ガスおよびこの中間スペースにおけるガス
の圧力を、ガスおよび試料室内の圧力から部分的に独立して設定することができる。検出
室内で、すなわち中央の電極（２２）と外側の電極（２０）の間の中間スペースで、試料
室内よりも若干高い圧力が生じていると、このことは、試料室から検出室の中へと拡散す
るガスが常に再び検出室から押し出されるという利点がある。
【００３９】
外側の電極（２０）は、一方では、高真空動作のときにシンチレータ電極（２６）に印加
される高圧電位を一次電子ビーム（ＰＥ）に対して遮蔽する役目をする。さらに外側の電
極（２０）は、二次電子を試料から開口部（２１）へと吸引する役目を果たす。外側の電
極（２０）の先細に終わっている構造形態によって、後方散乱電子から試料室のガス中で
生成される二次電子による好ましくない信号割合が、できるだけ少なく抑えられる。なぜ
なら、開口部から遠すぎる距離のところにあるのではない二次電子だけが開口部を通過で
きるからであり、すなわち、先細に終わっている外側の電極の弱い遠方界は、狭く限定さ
れた容積からのみ二次電子が開口部（２１）を通過できるように働く。
【００４０】
外側の電極（２０）の電位Ｕ１は、０－５００Ｖの範囲内で試料に対して正に設定可能で
あるのが望ましい。２００Ｖを超える強い正電位は、それによって試料室内にガスカスケ
ードが生成され、このガスカスケードが外側の電極の開口部（２１）に向かって流れてく
るという利点がある。それにより、いっそう多くの電子が検出室に到達することによって
検出効率が向上する。しかも検出室に入ってくる電子は、特にガス圧が高すぎない場合に
は、より高い平均運動エネルギーを有しているので、電子を内部から外側の電極に押圧す
る電場の横方向成分（検出器の回転軸に対して横向き）によって影響をあまり受けないこ
とになる。試料に対して正の５０Ｖ以下の弱い正電位のときは、二次電子が開口部（２１
）を通過するときに、もしくは通過した後に、外側の電極（２０）の方に向かってあまり
押されないような、もしくはまったく押されないような、電場の好ましい推移を設定する
ことができる。
【００４１】
後方散乱電子が対物レンズの磁極片（２８）と入射することによって生成される二次電子
を介して後方散乱電子が供給する間接的な信号割合を低減するために、試料の電位が磁極
片の電位に対して若干、すなわち約５０Ｖだけ負であると好都合である。試料と磁極片の
間の試料電位（または磁極片の電位よりも試料の電位のほうに近いこれ以外の電位）に設
定された針電極によって、磁極片のすぐ上の空間にほぼ電場がなく、別の電極（２０）に
よる二次電子の吸引が損なわれないことを実現することができる。
【００４２】
中央の電極（２２）は、二次電子が検出室に入った後に再びシンチレータに向かう方向へ
偏向されることによって、外側の電極に向かって押される二次電子の割合を少なく抑える
役目も同様に果たしている。そのために、中央の電極の電位は、外側の電極（２０）の電
位に対して３０Ｖから５００Ｖだけ正である。
【００４３】
外側の電極（２０）が設けられていないときは、当然ながら、中央の電極（２２）がその
役割を部分的に果たす。
【００４４】
中央の電極（２２）の内側の鏡面加工により、中央の電極の内面に当った光子が光導波路
の端部に向かって反射されることによって、光子の検出効率が向上する。光をわずかに吸
収して拡散させる中央の電極の内面コーティングも同様の効果を有しているが、効率は下
がる。鏡面加工では、光子を的確に光導波路に向かって偏向させることができるからであ
る。
【００４５】



(9) JP 5143990 B2 2013.2.13

10

20

30

40

針電極（２４）に、周囲電圧に対する電位差が印加されると、針の先端に高い電界強度が
発生する。それにより、ガス圧が高いときに電位差の大半を短い区間に位置させ、それに
よってガス圧と区間との積を、強力なガスカスケードにとっての最善値に設定することが
でき、ガスカスケードを主に検出室内で発生させることが達成される。試料室内の圧力が
高い動作のときには、針電極は捕捉電極としての役目を果たす。針電極に接続された電流
増幅器によって二次電子流も検出することができるので、検出器を高い室内圧力でのみ使
用したい場合には、光導波路と光検出器を省略することができる。
【００４６】
針電極の代わりに、シンチレータ電極（２６）と平行に張られた複数の細いワイヤからな
る電極（ワイヤの太さは０，３ｍｍ以下）または網状電極を、シンチレータ電極（２６）
の手前付近に２０ｍｍ以下の間隔で、特に１０ｍｍ以下の間隔で配置しても、針電極（２
４）と原理的に同じ結果を得ることができる。後者の場合、網状電極とシンチレータ電極
（２６）の間隔が高い電界強度を決める。
【００４７】
試料室内の高い圧力（５００Ｐａ以上）で作動させる場合、針電極（２４）の電位Ｕ３は
中央の電極の電位に対して少なくとも２００Ｖだけ正であるのが望ましい。平均圧力が１
Ｐａから５００Ｐａの間である場合、針電極（２４）の電位は、中央の電極（２２）の電
位とシンチレータ電極（２６）の電位の間に位置するのが望ましい。それにより、ガスカ
スケードをいくらか相互に分岐させることが達成される。高真空動作のときは、針電極（
２４）の電位は同じく中央の電極（２２）の電位とシンチレータ電極（２６）の電位の間
に位置するのが望ましいが、この両方の電極（２２，２６）の電位と一致していてもよい
。
【００４８】
シンチレータ電極（２６）の電位Ｕ４は、高真空で作動させるときの他の実施形態の場合
と同じく高圧電位に設定される。室内圧力が中程度のときは、ガスカスケードが針電極（
２４）の付近で終わるのが望ましい。試料室内の圧力が高いとき、シンチレータ電極（２
６）の電位は、針電極（２４）の電位と中央の電極（２２）の電位との間である。それに
よって一方では、中央の電極（２２）の開口部における吸引場として役立つ電界の推移が
達成される。また他方では、こうした電界の推移は二次電子を針電極の付近へと導き、そ
こで二次電子が針電極の正の電位によって引き付けられる。
【００４９】
他の実施形態の場合と同じく、シンチレータ（３０）は高真空動作のときに光子を生成す
る役目をし、次いでこの光子が光電子増倍管によって増幅されて検出される。
【００５０】
高真空動作でのガス供給は、高い室内圧力での作動時と同じく、検出室内にガスカスケー
ドを生成する可能性を与える。さらに、検出室のガスは試料室内のガスに関わりなく選択
することができ、それによって、強力なガスカスケードを得るために、二次電子増倍の増
幅率が高いガスを選択することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　高真空で作動させるときの本発明の検出器を断面図で示す原理図である。
【図２】　１０ｈＰａを上回る圧力領域で作動させるときの図１の検出器である。
【図３】　１０ｈＰａを上回る圧力領域で作動させるときの本発明の検出器を示す別の実
施形態である。
【図４】　本発明による検出器の第３実施形態である。



(10) JP 5143990 B2 2013.2.13

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(11) JP 5143990 B2 2013.2.13

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  グノーク，ペーター
            ドイツ連邦共和国・７２７６４・ロイトリンゲン・グラゼルシュトラーセ・４
(72)発明者  ドレクセル，フォルカー
            ドイツ連邦共和国・８９５５１・ケーニヒスブロン・ダンツィゲルシュトラーセ・３
(72)発明者  ベイト，ディビッド
            イギリス国・ケンブリッジ　シィビィ　１９ティエヌ・マンドリル　クロ－ズ・３２
(72)発明者  エセルス，エリック
            ドイツ連邦共和国・７６１３１・カールスルーエ・ラッヒネルシュトラーセ・６

    審査官  佐藤　仁美

(56)参考文献  特開平１１－０９６９５６（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－２４２９４１（ＪＰ，Ａ）
              特開平０３－２９５１４１（ＪＰ，Ａ）
              特開平１０－２８４５５２（ＪＰ，Ａ）
              特開平０２－２９５０４５（ＪＰ，Ａ）
              特開平０２－２５３５５３（ＪＰ，Ａ）
              実開平０４－１２７９５６（ＪＰ，Ｕ）
              実開昭６０－１０２８６８（ＪＰ，Ｕ）
              実開昭６１－００４３４８（ＪＰ，Ｕ）
              特表平０１－５０２２２５（ＪＰ，Ａ）
              国際公開第９８／０２２９７１（ＷＯ，Ａ１）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H01J 37/00-37/02、37/05、37/09-37/18、
                   37/21、37/24-37/244、
                   37/252-37/295


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

